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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インジウムとチタンとチタン以外の添加元素を含有する酸化物からなり、
　チタン含有量が、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５～０．１２であり、
　前記チタン以外の添加元素の含有量が、インジウムに対する原子数比で０．００２５以
下であり、
　結晶質で、ビックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相によってのみ構成されており、かつ、
　キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3以下で、キャリア移動度が１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上で
ある、
ことを特徴とする酸化物半導体薄膜。
【請求項２】
　前記チタン含有量が、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．０１～０．０６である、請求項１に記
載の酸化物半導体薄膜。
【請求項３】
　前記キャリア移動度が３ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上である、請求項１または２に記載の酸化
物半導体薄膜。
【請求項４】
　前記キャリア濃度が５×１０17ｃｍ-3以下で、前記キャリア移動度が５ｃｍ2／Ｖｓｅ
ｃ以上である、請求項１または２に記載の酸化物半導体薄膜。
【請求項５】
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　前記酸化物半導体薄膜の膜厚が１５ｎｍ～２００ｎｍである、請求項１～４のいずれか
に記載の酸化物半導体薄膜。
【請求項６】
　前記酸化物半導体薄膜の膜厚が４０ｎｍ～１００ｎｍである、請求項１～４のいずれか
に記載の酸化物半導体薄膜。
【請求項７】
　前記酸化インジウム相の結晶粒径が１０ｎｍ以上である、請求項１～６のいずれかに記
載の酸化物半導体薄膜。
【請求項８】
　ソース電極、ドレイン電極、ゲート電極、チャネル層およびゲート絶縁膜を備える薄膜
トランジスタであって、前記チャネル層が請求項１～７のいずれかに記載の酸化物半導体
薄膜により構成されている、薄膜トランジスタ。
【請求項９】
　インジウムとチタンとチタン以外の添加元素を含有する酸化物からなり、チタン含有量
が、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５～０．１２であり、前記チタン以外の添加元素の含
有量が、インジウムに対する原子数比で０．００２５以下である、非晶質の酸化物半導体
薄膜に対して、２５０℃以上の加熱温度、および、１分～１２０分の処理時間で、アニー
ル処理を施すことにより、結晶質で、ビックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相によってのみ構
成されており、かつ、キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3以下で、キャリア移動度が１ｃｍ
2／Ｖｓｅｃ以上である、酸化物半導体薄膜を得る、酸化物半導体薄膜の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸化物半導体薄膜、および、これを用いた薄膜トランジスタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor：ＴＦＴ）は、電界効果トランジスタ（Fiel
d Effect Transistor：ＦＥＴ）の１種である。ＴＦＴは、基本構成として、ゲート端子
、ソース端子、およびドレイン端子を備えた３端子素子であり、基板上に成膜した半導体
薄膜を、電子またはホールが移動するチャネル層として用い、ゲート端子に電圧を印加し
て、チャネル層に流れる電流を制御し、ソース端子とドレイン端子間の電流をスイッチン
グする機能を有するアクテイブ素子である。
【０００３】
　現在、ＴＦＴのチャネル層として、多結晶シリコン膜やアモルファスシリコン膜が広く
使用されている。特に、アモルファスシリコン膜は、大面積の第１０世代ガラス基板への
均一成膜が可能であることから、液晶パネル用ＴＦＴのチャネル層として広く利用されて
いる。しかしながら、キャリアである電子の移動度（キャリア移動度）が１ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃ以下と低いため、高精細パネル用ＴＦＴへの適用が困難になりつつある。すなわち、
液晶の高精細化に伴い、ＴＦＴの高速駆動が要求されており、このようなＴＦＴの高速駆
動を実現するためには、アモルファスシリコン膜のキャリア移動度である１ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃよりも高いキャリア移動度を示す半導体薄膜をチャネル層に用いる必要がある。
【０００４】
　これに対して、多結晶シリコン膜は、１００ｃｍ2／Ｖｓｅｃ程度の高いキャリア移動
度を示すことから、高精細パネル用ＴＦＴ向けのチャネル層材料として十分な特性を有し
ている。しかしながら、多結晶シリコン膜は、結晶粒界でキャリア移動度が低下するため
、基板の面内均一性に乏しく、ＴＦＴの特性にばらつきが生じるという問題がある。また
、多結晶シリコン膜の製造工程では、３００℃以下の比較的低温でアモルファスシリコン
膜を形成した後、この膜をアニール処理工程によって結晶化させている。このアニール処
理工程は、エキシマレーザアニールなどを適用する特殊なものであるため、高いランニン
グコストが必要とされる。加えて、対応できるガラス基板の大きさも第５世代程度にとど
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まっていることから、コストの低減に限界があり、製品展開も限られたものとなっている
。
【０００５】
　このように、ＴＦＴのチャネル層の材料として、現在、アモルファスシリコン膜と多結
晶シリコン膜の優れた特性を兼ね備え、かつ、低コストで得られる材料が要求されている
。これに対して、特開２０１０－２１９５３８号公報では、気相成膜法で成膜され、イン
ジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜鉛（Ｚｎ）および酸素（Ｏ）から構成される透明
アモルファス酸化物薄膜（ａ－ＩＧＺＯ膜）であって、該酸化物の組成は、結晶化したと
きの組成がＩｎＧａＯ3（ＺｎＯ）m（ｍは６未満の自然数）であり、不純物イオンを添加
することなしに、キャリア移動度が１ｃｍ2／Ｖｓｅｃより高く、かつ、キャリア濃度が
１０16／ｃｍ3以下である、透明半絶縁性アモルファス酸化物薄膜、ならびに、この透明
半絶縁性アモルファス酸化物薄膜をチャネル層とした薄膜トランジスタが提案されている
。
【０００６】
　しかしながら、特開２０１０－２１９５３８号公報で提案された、スパッタリング法、
パルスレーザ蒸着法のいずれかの気相成膜法で成膜されるａ－ＩＧＺＯ膜は、おおむね１
ｃｍ2／Ｖｓｅｃ～１０ｃｍ2／Ｖｓｅｃの範囲の比較的高いキャリア移動度を示すものの
、アモルファス酸化物薄膜が本来酸素欠損を生成しやすいことと、熱など外的因子に対し
てキャリアである電子の振る舞いが必ずしも安定でないことに起因して、ＴＦＴなどのデ
バイスの動作がしばしば不安定になることが問題となっている。
【０００７】
　さらには、アモルファス膜に特有である、可視光照射下でＴＦＴ素子に負バイアスを連
続的に印加すると、しきい電圧が負側にシフトする現象（光負バイアス劣化現象）の発生
が、液晶などのディスプレイ用途では深刻な問題となることが指摘されている。
【０００８】
　一方、特開２００８－１９２７２１号公報には、高温のプロセスを要することなく高分
子基材への素子作製が可能であり、かつ、低コストで高性能、高信頼性を達成することが
できる薄膜トランジスタを得ることを目的として、チャネル層に、スズ（Ｓｎ）、チタン
（Ｔｉ）、タングステン（Ｗ）のいずれかをドープした酸化インジウム膜や、ＷとＺｎお
よび／またはＳｎとをドープした酸化インジウム膜を適用することが提案されている。特
開２００８－１９２７２１号公報によれば、この技術によって得られる酸化インジウム膜
をチャネル層に適用することで、ＴＦＴ素子のキャリア移動度を５ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上
とすることが可能になるとされている。
【０００９】
　また、特開２０１０－２５１６０４号公報には、同様に、Ｓｎ、Ｔｉ、ＷおよびＺｎの
１種または２種以上をドープした酸化インジウムの焼結体をターゲットとして、無加熱の
スパッタリング成膜法で形成した後、１５０℃～３００℃で、１０分～１２０分の熱処理
を行う技術が記載されている。この技術によれば、高い移動度とアモルファス性を兼備す
るという特徴を維持したまま、比較的容易な制御により安定的な特性を有する酸化インジ
ウム膜を得ることができ、さらには、この酸化インジウム膜をチャネル層として使用する
ことで、安定的な特性を有するＴＦＴ素子を得ることが可能になるとされている。
【００１０】
　しかしながら、これらの文献に記載の方法により得られる酸化インジウム膜は、いずれ
もアモルファス膜であるため、これらの文献に記載の方法では、酸素欠損を生成しやすく
、熱など外的因子に対して安定でないという問題や、アモルファス膜に特有の光負バイア
ス劣化現象の発生という問題を、根本的に解決することはできない。また、高精細パネル
用ＴＦＴ向けのチャネル層材料として使用を考慮した場合、より高いキャリア移動度の達
成が望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１１】
【特許文献１】特開２０１０－２１９５３８号公報
【特許文献２】特開２００８－１９２７２１号公報
【特許文献３】特開２０１０－２５１６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、酸化物半導体薄膜としての酸化物アモルファス薄膜が有する問題を解消する
ため、比較的高いキャリア移動度を有し、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）のチャネル層材料
として好適な酸化物半導体薄膜を，酸化物結晶質薄膜により提供することを目的としてい
る。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、酸化物半導体薄膜に適用可能な酸化物アモルファス薄膜の代替材料につ
いて鋭意検討を行った。具体的には、スパッタリング法によって得られる、インジウムと
チタンの酸化物に対して、アニール処理を施すことにより、結晶質の酸化物半導体薄膜を
形成する実験を重ねた。その際、結晶化した酸化物半導体薄膜が高いキャリア移動度を発
現する条件、すなわち、酸化物半導体薄膜としてのインジウムとチタンの酸化物の組成、
膜厚、および、結晶化させる条件などについて、詳細に検討を行った。
【００１４】
　その結果、本発明者らは、インジウムとチタンの酸化物を主成分とする酸化物半導体薄
膜における、チタン含有量を所定の範囲に規制し、かつ、このような組成の非晶質膜に対
して所定条件のアニール処理を施すことで、ビックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相のみによ
って構成される結晶質の薄膜とすることにより、１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上という高いキャ
リア移動度、１×１０19ｃｍ-3以下という低いキャリア濃度を示し、薄膜トランジスタ（
ＴＦＴ）のチャネル層材料として好適な酸化物半導体薄膜を得ることができるとの知見を
得て、本発明を完成するに至ったものである。
【００１５】
　すなわち、本発明の酸化物半導体薄膜は、インジウムとチタンを含有する酸化物からな
り、チタン含有量が、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５～０．１２であり、結晶質で、ビ
ックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相によってのみ構成されており、かつ、キャリア濃度が１
×１０19ｃｍ-3以下で、キャリア移動度が１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上であることを特徴とす
る。
【００１６】
　このような特性を具備する本発明の酸化物半導体薄膜は、インジウムとチタンを含有す
る酸化物からなり、チタン含有量が、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５～０．１２である
非晶質の酸化物半導体薄膜に対して、２５０℃以上の加熱温度、および、１分～１２０分
の処理時間で、アニール処理を施すことにより、結晶質で、ビックスバイト型構造のＩｎ

2Ｏ3相によってのみ構成されており、かつ、キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3以下で、キ
ャリア移動度が１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上である、酸化物半導体薄膜を得る工程により、製
造することが可能である。
【００１７】
　前記チタン含有量は、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．０１～０．０６であることが好ましい
。
【００１８】
　前記キャリア移動度は３ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上であることが好ましく、前記キャリア濃
度は５×１０17ｃｍ-3以下で、かつ、前記キャリア移動度が５ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上であ
ることがより好ましい。
【００１９】
　前記酸化物半導体薄膜の膜厚は１５ｎｍ～２００ｎｍであることが好ましく、４０ｎｍ
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～１００ｎｍであることがより好ましい。
【００２０】
　前記酸化インジウム相の結晶粒径は、１０ｎｍ以上であることが好ましい。
【００２１】
　また、本発明の薄膜トランジスタは、ソース電極、ドレイン電極、ゲート電極、チャネ
ル層およびゲート絶縁膜を備える薄膜トランジスタであって、前記チャネル層が、本発明
の酸化物半導体薄膜により構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の酸化物半導体薄膜は、酸化物結晶質薄膜であるため、１ｃｍ2／Ｖｓｅｃを超
える高いキャリア移動度を有しながら、酸素欠損を生成しやすい、熱など外的因子に対し
て安定でない、および、光負バイアス劣化現象が発生するといった問題が生じることがな
い。
【００２３】
　さらに、本発明の酸化物半導体薄膜は、所定の組成の酸化物アモルファス薄膜を、たと
えばアニール炉を用いた４００℃以下の温度のアニール処理によって、ビックスバイト型
構造のＩｎ2Ｏ3相によってのみ構成される、高い結晶性を有する酸化物結晶質薄膜を得る
ことができる。
【００２４】
　したがって、本発明の酸化物半導体薄膜をチャネル層材料として用いることにより、Ｔ
ＦＴの特性向上を低コストで実現することができるため、本発明は、工業的にきわめて有
用である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、本発明のＴＦＴ素子の概略断面図である。
【図２】図２は、実施例５の酸化物半導体薄膜をＸ線回折測定した結果を示す図である。
【図３】図３は、アニール処理における加熱温度と、得られる酸化物半導体膜の結晶化の
関係を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の酸化物半導体薄膜、および、この酸化物半導体薄膜をチャネル層材料と
して用いた薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）について、詳細に説明する。
【００２７】
　１．酸化物半導体薄膜
　（ａ）組成
　本発明のインジウム（Ｉｎ）とチタン（Ｔｉ）を含有する酸化物からなる結晶質の酸化
物半導体薄膜では、Ｔｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５～０．１２に制御す
ることにより、キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3以下で、かつ、キャリア移動度が１ｃｍ
2／Ｖｓｅｃ以上を示し、さらには３ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上という良好なキャリア特性を達
成している。ＴＦＴのチャネル層としては、さらに低いキャリア濃度を示すことが好まし
いが、本発明の酸化物半導体膜では、たとえば、Ｔｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０
．０１～０．０６の範囲に制御することにより、５×１０17ｃｍ-3以下のキャリア濃度を
達成することができる。
【００２８】
　他の添加元素を含有しないＩｎのみの酸化物からなる結晶質の酸化物半導体薄膜のキャ
リア源は、主に酸素欠損であるが、酸化親和性の高いＴｉを添加することによって、その
生成を抑制することが可能となる。その一方で、結晶質の酸化物半導体薄膜中のＴｉは４
価のイオンとなり、ドナーとして振る舞うため、キャリア源にもなり得る。
【００２９】
　これらのことから、本発明者らは、キャリア源としてキャリア濃度を必要以上に高める
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ことなく、酸素欠損の発生を抑制する作用が支配的になるＴｉの組成を検討したところ、
Ｔｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５～０．１２、好ましくは０．０１～０．
０６の範囲に制御することが必要であるとの知見が得られた。すなわち、Ｔｉ含有量がＴ
ｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５未満では、Ｔｉの酸素親和性によるキャリア源の発生を抑
制する効果が十分に得られず、また、０．１２を超えると、キャリア源としてのＴｉの作
用が支配的となるため、いずれの場合も、キャリア源の発生を抑制することができないた
め、酸化物半導体膜のキャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3を超えてしまう。
【００３０】
　また、Ｔｉは、いわゆるイオン化不純物散乱中心として振る舞うため、キャリアの散乱
の原因となり、キャリア移動度を低下させる。この原理にしたがって、Ｔｉ含有量がＴｉ
／Ｉｎ原子数比で０．１２を超えると、キャリアの散乱が著しくなり、キャリア移動度が
１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以下となってしまう。一方、Ｔｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０
．０１～０．０６の範囲に制御することにより、キャリア移動度を安定的に５ｃｍ2／Ｖ
ｓｅｃ以上とすることが可能となる。
【００３１】
　なお、本発明の酸化物半導体薄膜は、不可避的不純物を除き、ＩｎとＴｉからなる酸化
物によって形成されるほか、ＩｎとＴｉを主成分とし、不可避的不純物以外の公知の添加
元素（Ｍ）を、適宜含有する酸化物によっても構成することができる。この場合、Ｉｎと
Ｔｉ以外の添加元素（Ｍ）の含有量は、Ｍ／Ｉｎ原子数比で０．００２５以下、好ましく
は０．００１以下とする。
【００３２】
　（ｂ）結晶構造
　本発明の酸化物半導体薄膜は、結晶質であって、実質的にビックスバイト型構造の酸化
インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）相のみによって構成されており、この構造以外の結晶相を実質的
に含まないことを特徴とする。ビックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相では、ＩｎとＯからな
るＩｎＯ6八面体構造が形成されている。隣り合うＩｎＯ6八面体構造が稜共有しているた
め、Ｉｎ－Ｉｎ間の距離が短くなり、キャリアとなる電子の軌道の重なりが大きくなり、
キャリア移動度が向上する。
【００３３】
　ビックスバイト型構造以外のＩｎ2Ｏ3相以外の結晶相を含まないことが好ましいが、酸
化物半導体薄膜の特性（キャリア濃度およびキャリア移動度）が本発明の範囲に含まれる
限り、Ｉｎ2Ｏ3相以外の結晶相を実質的に含まず、ビックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相に
よってのみ構成される薄膜であると評価することができ、このような薄膜も本発明に含ま
れるものとする。ただし、ビックスバイト型構造以外の結晶相であっても、ＩｎＯ6八面
体構造が稜共有する結晶構造を有する限り、そのような結晶相の存在については制限され
ることはない。
【００３４】
　（ｃ）結晶粒径
　本発明の酸化物半導体薄膜において、酸化物半導体薄膜を構成する結晶粒の大きさ、す
なわち、結晶粒径は１０ｎｍ以上であることが好ましく、２０ｎｍ以上であることがより
好ましく、５０ｎｍ以上であることが特に好ましい。結晶粒径が１０ｎｍ以上の結晶粒に
よって構成されることにより、結晶粒界におけるキャリアの散乱が少なくなるため、キャ
リア移動度を安定的に１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上とすることが可能となる。
【００３５】
　（ｄ）膜厚
　本発明の酸化物半導体薄膜の膜厚は、好ましくは１５ｎｍ～２００ｎｍ、より好ましく
は３０ｎｍ～１５０ｎｍ、さらに好ましくは４０ｎｍ～１００ｎｍの範囲に制御される。
【００３６】
　一般に、酸化物以外の材料により構成される半導体薄膜は、ガラス基板に形成されるこ
とが多い。すなわち、非晶質の基板上に、結晶質の基板が形成されることになる。したが
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って、本発明の酸化物半導体薄膜において、膜厚が１５ｎｍ未満の場合には、Ｔｉの添加
量にもよるが、基板の影響によって４００℃程度の高温でアニール処理を施した場合でも
、前駆体である酸化物アモルファス薄膜が結晶化しない場合がある。また、この酸化物ア
モルファス薄膜が結晶化したとしても、得られる結晶膜において十分な結晶性が得られな
い。このため、高いキャリア移動度が得られないこととなる。さらに、膜厚が１５ｎｍ未
満の場合、得られる結晶膜における結晶粒径を１０ｎｍ以上とすることが困難となる。
【００３７】
　基板が非晶質であることによる酸化物半導体薄膜の結晶性への影響は、酸化物半導体薄
膜の膜厚を３０ｎｍ以上とすることにより軽減されるが、４０ｎｍ以上とすることにより
、安定的にその影響を排除することが可能となる。ただし、コスト面を考慮すると、膜厚
を２００ｎｍ以下とすることが好ましく、１５０ｎｍ以下とすることがより好ましく、１
００ｎｍ以下とすることがさらに好ましい。なお、膜厚を１００ｎｍ近傍に制御すること
により、酸化物半導体薄膜が、ガラス基板に形成された場合、光学的な干渉によって、青
色光の透過率の向上が期待できる。したがって、本発明の酸化物半導体薄膜を、透明ＴＦ
Ｔへ適用する場合には、膜厚を１００ｎｍ近傍に調整することが好ましい。
 
【００３８】
　（特性）
　上述のように本発明の酸化物半導体薄膜は、インジウムとチタンを含有する酸化物から
なり、結晶質で、ビックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相によってのみ構成されている。この
ため、本発明の酸化物半導体薄膜を適用したＴＦＴは、熱などの外的因子に対して高い安
定性を有しており、かつ、光負バイアス劣化現象が発生し難い。
【００３９】
　また、本発明の酸化物半導体膜では、該酸化物半導体中のＴｉの含有量を、所定の範囲
内に制御することにより、キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3以下であって、キャリア移動
度が１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上となるように規制されている。キャリア濃度およびキャリア
移動度をこのような範囲に規制することにより、透明導電膜よりも２桁～４桁も低いキャ
リア濃度が要求されるチャネル層の材料として適用可能になるとともに、その高いキャリ
ア移動度により、ＴＦＴの高い画素制御性能の確保が可能となる。
【００４０】
　キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3を超えると、ＴＦＴのチャネル層の材料として適用す
ることが困難となる。なお、ｏｎ／ｏｆｆ比の高いＴＦＴを実現するためにはチャネル層
のキャリア濃度を、好ましくは５×１０17ｃｍ-3以下に規制する必要があるが、本発明の
酸化物半導体薄膜は、このような低いキャリア濃度を実現することができる。
【００４１】
　一方、キャリア移動度が１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ未満では、ＴＦＴの高い画素制御性能を確
保することが困難となる。特に、高精細液晶パネル用ＴＦＴへの適用を考慮すれば、キャ
リア移動度を、好ましくは３ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上、より好ましくは５ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以
上とすることが必要とされるが、本発明の酸化物半導体薄膜は、このような高いキャリア
移動度を実現することができる。
【００４２】
　本発明の酸化物半導体薄膜は、ウェットエッチングあるいはドライエッチングによって
、ＴＦＴなどの用途で必要な微細加工をすることができる。最初に非晶質膜を形成し、そ
の後、結晶化温度以上で熱処理して酸化物半導体薄膜を結晶化させる方法の場合、非晶質
膜の形成後に弱酸を用いたウェットエッチングによる加工を施すことができる。弱酸であ
れば概ね使用できるが、蓚酸を主成分とする弱酸が好ましい。たとえば、関東化学株式会
社製の透明導電膜エッチング液（ＩＴＯ－０６Ｎ）などを使用することができる。ドライ
エッチングの場合は、結晶化後の酸化物半導体薄膜や成膜時に直接基板に成膜された結晶
質の酸化物半導体薄膜に対しても、適切なエッチングガスを用いて加工することができる
。
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【００４３】
　２．酸化物半導体薄膜の製造方法
　（成膜工程）
　本発明の酸化物半導体薄膜は、酸化物焼結体のターゲットやタブレットを用いて、スパ
ッタリング法、イオンプレーティング法などの適用可能な公知の成膜技術により、基板上
に形成される。原材料となる酸化物焼結体の金属元素組成比は、成膜条件に応じて適宜設
定することも可能であるが、通常、酸化物焼結体の金属元素組成比を成膜後の酸化物薄膜
と同じとして、成膜条件を制御して、所望の組成の酸化物薄膜を成膜することが容易な手
段である。よって、本発明の酸化物半導体薄膜の金属元素組成比と同じとすることが好ま
しい。この場合、ＩｎとＴｉを含有する酸化物焼結体では、そのＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉ
ｎ原子数比で０．００５～０．１２、好ましくは０．０１～０．０６とする。
【００４４】
　ＩｎとＴｉを含有する酸化物焼結体としては、主にビックスバイト型構造のＩｎ2Ｏ3相
によって構成される酸化物焼結体が使用される。通常、このＩｎ2Ｏ3相にはＴｉが固溶し
ている。ただし、Ｔｉが固溶していないＩｎ2Ｏ3相、すなわち、不可避的不純物を除き、
いかなる元素も固溶していないＩｎ2Ｏ3相が共存していてもよい。
【００４５】
　また、Ｉｎ2Ｏ3相以外に、ＴｉＯ、ＴｉＯ2などの酸化チタンの形態で、さらには、Ｉ
ｎ2Ｔｉ3Ｏ12などの酸化インジウム－酸化チタン間の複合酸化物の形態で、他の結晶相が
酸化インジウム焼結体中に分散している酸化物焼結体も、ターゲットやタブレットの材料
とすることができる。
【００４６】
　ただし、Ｉｎ2Ｏ3相に対する他の結晶相の面積比率は１０％以下の割合でなければなら
ない。たとえば、通常の直流（ＤＣ）スパッタリング法では、成膜速度を向上させるため
に、投入する直流電力を高めることが行われている。この際、上記面積比率が１０％を超
えると、スパッタリングの進行とともに、他の結晶相がノジュール成長の起点となること
が考えられる。しかしながら、本発明の酸化物半導体薄膜の成膜に用いられる酸化物焼結
体では、他の結晶相の面積比率が１０％以下に抑えられており、実質的には他の結晶相が
微細分散されているため、ノジュール成長の起点となりにくい構造となっている。このよ
うな酸化物焼結体をターゲットやタブレットの材料とすることにより、成膜時に、投入す
る直流電力を高めても、ノジュールの発生が抑制され、アーキングなどの異常放電が発生
しにくくなるため、成膜の効率を向上させることが可能となる。
【００４７】
　本発明の酸化物半導体薄膜は、通常のスパッタリング法やイオンプレーティング法を用
い、これらの方法で通常採用される条件により、成膜することが可能である。本発明の酸
化物半導体薄膜を、スパッタリング法により、基板上に形成する場合、特に、直流スパッ
タリング法であれば、成膜時の熱影響が少なく、高速成膜が可能であるため工業的に有利
である。本発明の透明導電膜を直流スパッタリング法で形成するためには、スパッタリン
グガスとして不活性ガスと酸素、特にアルゴン（Ａｒ）と酸素（Ｏ2）からなる混合ガス
を用いることが好ましい。また、スパッタリング装置のチャンバー内を０．１Ｐａ～１Ｐ
ａ、特に０．２Ｐａ～０．８Ｐａの圧力として、スパッタリングを行うことが好ましい。
【００４８】
　基板は、ガラス基板が代表的であるが、シリコンなど半導体デバイス用基板として用い
られているものであればよく、そのほかにも、上記プロセスの温度に耐え得るものであれ
ば、樹脂板や樹脂フィルムを、基板として使用することができる。
【００４９】
　基板温度は、ＩｎとＴｉを含有する酸化物からなる非晶質膜の結晶化温度以下とするこ
とが好ましい。成膜時に結晶化すると、その後のアニール処理において酸素欠損の消失が
進まず、結果として、キャリア濃度を１×１０19ｃｍ-3以下、さらには５×１０17ｃｍ-3

以下に制御することが困難になる。このような観点から、基板温度は、膜厚が１５ｎｍ～
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７０ｎｍの範囲であれば、２００℃以下とし、膜厚が７０ｎｍ～２００ｎｍの範囲であれ
ば、１００℃以下とすることが好ましい。いずれの場合も、室温から１００℃までの範囲
とすることがより好ましい。
【００５０】
　本発明において、たとえば、２×１０-4Ｐａ以下まで真空排気後、ＡｒとＯ2からなる
混合ガスを導入し、ガス圧を０．２Ｐａ～０．５Ｐａとし、ターゲット－基板間距離を１
０ｍｍ～１００ｍｍ、好ましくは４０ｍｍ～７０ｍｍの範囲に調整し、さらに、ターゲッ
トの面積に対する直流電力、すなわち直流電力密度が１Ｗ／ｃｍ2～３Ｗ／ｃｍ2程度の範
囲となるよう直流電力を印加して、直流プラズマを発生させ、プリスパッタリングを５分
間～３０分間行った後、必要により基板位置を修正したうえで、同様の条件で、スパッタ
リングを行うことが好ましい。
【００５１】
　（アニール工程）
　本発明の酸化物半導体薄膜を結晶化させる方法として、基板を酸化物半導体薄膜の結晶
化温度以上に加熱することによって、結晶質の酸化物半導体薄膜を成膜する、あるいは、
室温近傍など低温で非晶質膜を形成してから、この非晶質膜を結晶化温度以上でアニール
処理して結晶化させる方法がある。本発明の酸化物半導体膜の場合、いずれの方法も用い
ることができる。また、いずれの方法を用いる場合であっても、基板温度、または、アニ
ール処理時の加熱温度を４００℃以下とすることができ、このような温度範囲であれば、
アモルファスシリコンや多結晶シリコンを用いる半導体プロセスと温度的に大きな差はな
いといえる。ただし、本発明では、上述したように、成膜時に結晶化させると、たとえば
、その後にさらにアニール処理を施しても、酸素欠損の消失が進まず、結果として、キャ
リア濃度を１×１０19ｃｍ-3以下に制御することが困難となる場合がある。したがって、
非晶質膜を形成した後、この非晶質膜にアニール処理を施して結晶化させることが好まし
い。
【００５２】
　本発明の酸化物半導体薄膜を結晶化させるためには、アニール炉を用いたアニール処理
の場合、加熱温度を２５０℃以上、好ましくは３００℃以上、より好ましくは３５０℃以
上とすることが必要となる。本発明では、Ｔｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．００
５～０．１２の範囲に規制しているが、この場合、酸化物半導体薄膜の結晶化温度は２２
０℃程度となるため、加熱温度が２５０℃未満では、十分に結晶化させることができない
。ただし、アニール処理の手段については、アニール炉を用いるほか、公知のアニール処
理のための手段を広く用いることができ、それぞれの手段に応じた加熱温度を含むアニー
ル条件を適用することができる。
【００５３】
　なお、特開２０１０－２５１６０４号公報には、上述したように、チャネル層などを、
無加熱スパッタリング法により成膜した後、大気中、１５０℃～３００℃で、１０分～１
２０分の条件でアニール処理をすることにより、アモルファス性を保ったまま、アモルフ
ァス膜中の過剰な欠陥を減少させる技術が記載されている。また、その実施例では、無加
熱で成膜したＩｎ－Ｗ－Ｚｎ－Ｏ膜（Ｗ＝１ｗｔ％～１０ｗｔ％）に対して、大気中、１
５０℃で３０分間のアニール処理を行っている。すなわち、特開２０１０－２５１６０４
号公報に記載の技術は、Ｉｎ2Ｏ3相に固溶して結晶化温度を高めることが可能な元素を、
相当量添加することで、上記温度範囲のアニール処理において、酸化物半導体薄膜のアモ
ルファス性を保持することを可能とする技術であり、この点において本発明とは相違する
ものである。
【００５４】
　処理時間は、好ましくは１分～１２０分、より好ましくは５分～６０分とする。処理時
間が１分未満では、得られる酸化物半導体薄膜を十分に結晶化せることができず、１２０
分を超えても、それ以上の効果は望めず、生産性が悪化してしまう。
【００５５】
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　また、アニール処理の雰囲気については制限されることはないが、通常、大気中で行う
ことができる。結晶化させることに加えて、キャリア濃度を低減させることを目的とする
場合、酸素を含む雰囲気が好ましく、その濃度は２０ｖｏｌ％以上がより好ましい。
【００５６】
　３．ＴＦＴ素子
　本発明の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）は、上記の通り、チャネル層材料に、ＩｎとＴｉ
を含有する酸化物からなる酸化物半導体薄膜を適用している点に特徴がある。ＴＦＴの構
造は限定されないが、たとえば、図１に示した構成のＴＦＴ素子を例示することができる
。
【００５７】
　図１のＴＦＴ素子は、熱酸化によってＳｉＯ2膜が表面に形成されたＳｉＯ2／Ｓｉ基板
上に、本発明の酸化物半導体薄膜、およびＡｕ／Ｔｉ積層電極によって構成される。この
構成において、ゲート電極１はＳｉ基板、ゲート絶縁層２はＳｉＯ2膜、チャネル層３は
本発明の酸化物半導体薄膜、ソース電極４およびドレイン電極５はＡｕ／Ｔｉ積層電極に
より構成される。
【００５８】
　図１のＴＦＴ素子では、ＳｉＯ2／Ｓｉ基板を用いたが、基板はこれに限定されるもの
ではなく、従来から薄膜トランジスタを含む電子デバイスの基板として使用されているも
のを用いることもできる。たとえば、ＳｉＯ2／Ｓｉ基板やＳｉ基板のほかに、無アルカ
リガラス，石英ガラスなどのガラス基板を用いることができる。また、各種の金属基板や
プラスチック基板、ポリイミドなどの透明でない耐熱性高分子フィルム基板などを用いる
こともできる。
【００５９】
　ゲート電極１について、図１のＴＦＴ素子ではＳｉ基板により構成しているが、これに
限定されない。たとえば、Ｍｏ、Ａｌ、Ｔａ、Ｔｉ、Ａｕ、Ｐｔなどの金属薄膜、これら
金属の導電性酸化物、窒化物薄膜または酸化窒化物薄膜、あるいは各種の導電性高分子材
料を用いることができる。透明ＴＦＴの場合には、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）などの
透明導電膜を用いることができる。なお、本発明の酸化物半導体薄膜と同様の金属元素組
成を有する酸化物半導体薄膜を透明導電膜として用いることもできる。このゲート電極１
には、良好な導電性が求められる。これらの電極の比抵抗は、１×１０-6Ω・ｃｍ～１×
１０-1Ω・ｃｍの範囲に制御されることが好ましく、１×１０-6Ω・ｃｍ～１×１０-3Ω
・ｃｍの範囲に制御されることがより好ましい。
【００６０】
　また、ゲート絶縁層２は、ＳｉＯ2、Ｙ2Ｏ3、Ｔａ2Ｏ5、Ｈｆ酸化物などの金属酸化物
薄膜やＳｉＮxなどの金属窒化物薄膜、あるいはポリイミドをはじめとする絶縁性の高分
子材料などの公知の材料を用いることができる。ゲート絶縁層２の比抵抗は、１×１０6

Ω・ｃｍ～１×１０15Ω・ｃｍの範囲であることが好ましく、１×１０10Ω・ｃｍ～１×
１０15Ω・ｃｍであればより好ましい。
【００６１】
　チャネル層３の比抵抗は、特に制限されるものではないが、１０-1Ω・ｃｍ～１０6Ω
・ｃｍに制御されることが好ましく、特に１０0Ω・ｃｍ～１０3Ω・ｃｍに制御されるこ
とがより好ましい。本発明の酸化物半導体薄膜の比抵抗は、スパッタリング法あるいはイ
オンプレーティング法における成膜条件、ならびに結晶化のアニール処理の条件の選択に
よって、酸素欠損の生成量が調整可能であることから、比較的容易に制御することが可能
である。
【００６２】
　ソース電極４およびドレイン電極５としては、ゲート電極１と同様に、Ｍｏ、Ａｌ、Ｔ
ａ、Ｔｉ、Ａｕ、Ｐｔなどの金属薄膜もしくはこれらの金属の合金薄膜、それら金属の導
電性酸化物または窒化物薄膜、あるいは各種の導電性高分子材料、あるいは透明ＴＦＴ向
けとしてＩＴＯなどの透明導電膜を用いることができる。また、これらの薄膜を積層化し



(11) JP 6107085 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

てもよい。このソース電極４やドレイン電極５には良好な導電性が求められる。これらの
電極の比抵抗は、１０-6Ω・ｃｍ～１０-1Ω・ｃｍの範囲に制御されることが好ましく、
１０-6Ω・ｃｍ～１０-3Ω・ｃｍの範囲に制御されることがより好ましい。
【００６３】
　４．ＴＦＴ素子の製造方法
　本発明のＴＦＴ素子の製造方法について、詳細に説明する。なお、以下では、酸化物半
導体薄膜の形成に際し、低温成膜後にアニール処理をする方法を例に挙げて説明するが、
本発明のＴＦＴ素子は、高温で成膜する方法を採用することもできるし、その他、公知の
方法を適宜組み合わせて製造することができる。
【００６４】
　初めに、高ドープのｎ型Ｓｉウエハ基板の表面に、熱酸化によってＳｉＯ2膜を形成し
、ＳｉＯ2／Ｓｉ基板とする。この基板を１００℃以下に保持したまま、該基板のＳｉＯ2

膜上に、直流マグネトロンスパッタリング法により、所定の膜厚を有する非晶質の酸化物
半導体薄膜を形成する。なお、この際の成膜条件については、「２．酸化物半導体薄膜の
製造方法」で説明した条件と同様であるため、ここでの説明は省略する。また、この非晶
質薄膜の形成時に、マスキングをした上で成膜を行うことにより、あるいは、非晶質薄膜
の形成後に、フォトリソグラフィ技術などを利用してエッチングすることにより、所望の
チャネル長および／またはチャネル幅を有する酸化物半導体薄膜を形成することができる
。
【００６５】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、アニール処理を施すことにより、結晶質の酸化
物半導体薄膜とする。このアニール処理の条件についても、「２．酸化物半導体薄膜の製
造方法」で説明した条件と同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００６６】
　その後、得られた結晶質の酸化物半導体薄膜（チャネル層）上に、マスキングを施した
上で膜厚５ｎｍのＴｉ薄膜および膜厚１００ｎｍのＡｕ薄膜を順次積層して、ソース電極
およびドレイン電極を形成することにより、本発明のＴＦＴ素子を得ることができる。な
お、ソース電極およびドレイン電極の形成については、チャネル層の形成と同様に、Ｔｉ
薄膜およびＡｕ薄膜の形成後に、フォトリソグラフィ技術などを利用してエッチングをす
る方法を採用してもよい。
【実施例】
【００６７】
　以下、本発明の実施例を用いて、さらに詳細に説明するが、本発明は、これら実施例に
よって限定されるものではない。なお、酸化物焼結体、酸化物半導体薄膜およびＴＦＴ素
子の評価は、下記の方法により行った。
【００６８】
　［酸化物焼結体の評価］
　各実施例および比較例により得られた酸化物焼結体の端材に対して、Ｘ線回折装置（フ
ィリップス社製、Ｘ´ＰｅｒｔＰＲＯ　ＭＰＤ）を用いて、粉末Ｘ線回折法による生成相
の同定を行った。
【００６９】
　［酸化物半導体薄膜の基本特性評価］
　各実施例および比較例により得られた酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分光法に
よって測定した。また、酸化物半導体薄膜の膜厚を、表面形状測定装置（ケーエルエー・
テンコール社製）で測定し、この結果と成膜時間から成膜速度を算出した。さらに、酸化
物半導体薄膜のキャリア濃度および比抵抗を、ホール効果測定装置（株式会社東陽テクニ
カ製）によって測定し、それらの値からそのキャリア移動度を算出した。酸化物半導体薄
膜の生成相の同定は、上記と同様に、Ｘ線回折測定によって行った。
【００７０】
　［ＴＦＴ素子の特性評価］
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　ＴＦＴ素子の特性評価は、半導体パラメータアナライザ（ケースレー社製、４２００Ｓ
ＣＳ）を用いて、ＴＦＴ素子の動作を確認するとともに、ｏｎ／ｏｆｆ比、電界効果移動
度を測定することにより行った。
【００７１】
　（実施例１）
　Ｔｉを含有する酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3）からなる酸化物焼結体をスパッタリングタ
ーゲットとして使用して、酸化物半導体薄膜の成膜を実施した。このとき使用した酸化物
焼結体は、Ｔｉ含有量が、Ｔｉ／Ｉｎ原子数比で０．０１８であり、Ｉｎ2Ｏ3相のみによ
って構成されていた。
【００７２】
　初めに、このスパッタリングターゲットを、アーキング抑制機能のない直流マグネトロ
ンスパッタリング装置（トッキ株式会社製）の非磁性体ターゲット用カソードに取り付け
た。また、基板には、無アルカリのガラス基板（コーニング社製、♯７０５９）を使用し
た。ターゲット－基板間距離を６０ｍｍに固定し、２×１０-4Ｐａ以下まで真空排気後、
ＡｒとＯ2の混合ガスを、酸素の比率が６．０％になるように導入し、ガス圧を０．６Ｐ
ａに調整した。
【００７３】
　直流電力３００Ｗ（１．６４Ｗ／ｃｍ2）を印加して直流プラズマを発生させ、成膜を
実施した。具体的には、１０分間のプリスパッタリング後、スパッタリングターゲットの
静止対向位置に基板を配置し、基板を加熱せずにスパッタリングを実施した。これにより
、膜厚５０ｎｍの酸化物半導体薄膜を形成した。得られた酸化物半導体薄膜の組成を、Ｉ
ＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の組成とほぼ同じであることが確認され
た。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折測定を行った結果、非晶質であること
が確認された。
【００７４】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、大気中、３００℃、３０分間の条件でアニール
処理を実施した。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結
果、該酸化物半導体薄膜が結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピーク
としていることが確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、５０ｎｍであ
った。
【００７５】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は３．０×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は１２．３ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃであった。
【００７６】
　（実施例２）
　実施例１と同様にして得られた非晶質の酸化物半導体薄膜に対して、大気中、４００℃
、３０分間の条件でアニール処理を実施した。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対し
て、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉ
ｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていることが確認された。このピークより結晶粒径を算
出したところ、５９ｎｍであった。
【００７７】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は５．０×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は１１．６ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃであった。
【００７８】
　（実施例３）
　スパッタリングターゲットとして使用した酸化物焼結体のＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原
子数比で０．０１としたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た。
この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の組
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成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折測
定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【００７９】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、５８ｎｍであった。
【００８０】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は４．８×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は１０．７ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃであった。
【００８１】
　（実施例４）
　スパッタリングターゲットとして使用した酸化物焼結体のＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原
子数比で０．０６としたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た。
この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の組
成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折測
定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【００８２】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、５５ｎｍであった。
【００８３】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は４．５×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は１０．２ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃであった。
【００８４】
　（実施例５）
　スパッタリングターゲットとして使用した酸化物焼結体のＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原
子数比で０．０９としたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た。
この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の組
成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折測
定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【００８５】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された（図２参照）。このピークより結晶粒径を算出したところ、５５ｎｍであっ
た。
【００８６】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は４．７×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は５．２ｃｍ2／Ｖｓｅ
ｃであった。
【００８７】
　（実施例６）
　実施例５と同様にして得られた非晶質の酸化物半導体薄膜に対して、大気中、４００℃
、３０分間の条件でアニール処理を実施した。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対し
て、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉ
ｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていることが確認された。このピークより結晶粒径を算
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出したところ、５８ｎｍであった。
【００８８】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は３．９×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は６．０ｃｍ2／Ｖｓｅ
ｃであった。
【００８９】
　（実施例７）
　スパッタリングターゲットとして使用した酸化物焼結体のＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原
子数比で０．００５としたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た
。この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の
組成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折
測定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【００９０】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、５３ｎｍであった。
【００９１】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は８．２×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は８．８ｃｍ2／Ｖｓｅ
ｃであった。
【００９２】
　（実施例８）
　スパッタリングターゲットとして使用した酸化物焼結体のＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原
子数比で０．１２としたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た。
この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の組
成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折測
定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【００９３】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、５４ｎｍであった。
【００９４】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は４．３×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は３．０ｃｍ2／Ｖｓｅ
ｃであった。
【００９５】
　（実施例９）
　膜厚を１５ｎｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た。
この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の組
成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折
測定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【００９６】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、１３ｎｍであった。
【００９７】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
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のキャリア濃度は４．４×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は１０．５ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃであった。
【００９８】
　（実施例１０）
　膜厚を２００ｎｍとしたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た
。この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の
組成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回
折測定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【００９９】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、７１ｎｍであった。
【０１００】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は２．７×１０17ｃｍ-3であり、キャリア移動度は１２．１ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃであった。
【０１０１】
　（比較例１）
　スパッタリングターゲットとして使用した酸化物焼結体のＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原
子数比で０．００１としたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た
。この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の
組成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折
測定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【０１０２】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、５５ｎｍであった。
【０１０３】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は１．５×１０19ｃｍ-3であり、キャリア移動度は９．６ｃｍ2／Ｖｓｅ
ｃであった。
【０１０４】
　（比較例２）
　スパッタリングターゲットとして使用した酸化物焼結体のＴｉ含有量を、Ｔｉ／Ｉｎ原
子数比で０．１５としたこと以外は、実施例１と同様にして、酸化物半導体薄膜を得た。
この酸化物半導体薄膜の組成を、ＩＣＰ発光分析法により調べた結果、酸化物焼結体の組
成とほぼ同じであることが確認された。また、この酸化物半導体薄膜に対してＸ線回折測
定を行った結果、非晶質であることが確認された。
【０１０５】
　次に、この酸化物半導体薄膜に対して、実施例１と同じ条件でアニール処理を実施した
。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対して、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半
導体薄膜は結晶化していること、および、Ｉｎ2Ｏ3（２２２）を主ピークとしていること
が確認された。このピークより結晶粒径を算出したところ、５０ｎｍであった。
【０１０６】
　その後、酸化物半導体薄膜のホール効果の測定を実施した結果、この酸化物半導体薄膜
のキャリア濃度は１．３×１０19ｃｍ-3であり、キャリア移動度は０．８４ｃｍ2／Ｖｓ
ｅｃであった。
【０１０７】
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　（比較例３）
　実施例１と同様にして得られた非晶質の酸化物半導体薄膜に対して、大気中、２００℃
、３０分間の条件でアニール処理を実施した。アニール処理後の酸化物半導体薄膜に対し
て、Ｘ線回折測定を行った結果、該酸化物半導体薄膜は結晶化していないこと、および、
Ｉｎ2Ｏ3相のいずれの面方位のピークも存在しないことが確認された。このため、酸化物
薄膜のホール効果測定は実施しなかった。
【０１０８】
　なお、実施例１と同様にして得られた非晶質の酸化物半導体薄膜を別途用意し、加熱昇
温しながら薄膜Ｘ線法による高温Ｘ線回折測定を実施した。この結果、酸化物半導体薄膜
の結晶化が確認された加熱温度の範囲は、２０５℃～２１０℃であることが確認された（
図３参照）。
【０１０９】
【表１】

【０１１０】
　［酸化物半導体薄膜の評価］
　実施例１～１０は、Ｔｉ含有量がＴｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５～０．１２の範囲に
制御され、かつ、大気中、４００℃以下でアニール処理が施された例である。このため、
実施例１～１０は、いずれも酸化物半導体膜は結晶化しており、結晶粒径、キャリア濃度
およびキャリア濃度のいずれもが本発明に規定する範囲内となっていた。
【０１１１】
　特に、実施例１～４では、Ｔｉ含有量がＴｉ／Ｉｎ原子数比で０．０１～０．０６の範
囲に制御され、かつ、大気中、４００℃以下でアニール処理が施されているため、キャリ
ア濃度が５×１０17ｃｍ-3以下であり、かつ、キャリア移動度が１０ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以
上という高い値を示すことが確認された。
【０１１２】
　また、実施例５および６では、Ｔｉ含有量がＴｉ／Ｉｎ原子数比で０．０９であり、か
つ、大気中、４００℃以下でアニール処理が施されているため、キャリア濃度が５×１０
17ｃｍ-3以下であり、かつ、キャリア移動度が５ｃｍ2／Ｖｓｅｃ以上という値を示すこ
とが確認された。
【０１１３】
　さらに、実施例９および１０では、Ｔｉ含有量がＴｉ／Ｉｎ原子数比で０．０１８であ
り、膜厚が１５ｎｍおよび２００ｎｍの場合に、アニール処理における加熱温度を３００
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℃としても結晶化することができること、この場合の結晶粒径が１０ｎｍ以上であること
、さらには、キャリア濃度が１×１０ｃｍ-3以下、かつ、キャリア移動度が５ｃｍ2／Ｖ
ｓｅｃ以上という値を示すことが確認された。
【０１１４】
　これに対して、比較例１は、Ｔｉ含有量がＴｉ／Ｉｎ原子数比で０．００５未満の例、
すなわち下限値未満の例であり、この場合には、キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3を超え
てしまうことが確認された。
【０１１５】
　比較例２は、Ｔｉ含有量がＴｉ／Ｉｎ原子数比で０．１２を超える例、すなわち上限値
を超える例であり、この場合には、キャリア濃度が１×１０19ｃｍ-3を超え、かつ、キャ
リア移動度が１ｃｍ2／Ｖｓｅｃ未満となってしまうことが確認された。
【０１１６】
　比較例３は、アニール処理における加熱温度を２００℃とした例である。比較例３は、
キャリア濃度およびキャリア移動度は良好な値を示しているが、酸化物半導体薄膜を非晶
質であるため、酸素欠損を生成しやすく、熱など外的因子に対して不安定であると考えら
れる。
【０１１７】
　（実施例１１）
　ＩｎとＴｉを酸化物として含有する酸化物焼結体からなるスパッタリングターゲットを
用いて、熱酸化によってＳｉＯ2膜が形成された、厚さ３００ｎｍのＳｉウエハ基板のＳ
ｉＯ2膜上に、膜厚が５０ｎｍとなるように、非晶質の酸化物半導体薄膜の成膜を実施し
た。このとき使用した酸化物焼結体は、Ｔｉ含有量がＴｉ／Ｉｎ原子数比で０．０１８で
あり、Ｉｎ2Ｏ3相のみによって構成されていた。また、このときの酸化物半導体薄膜の成
膜条件は、実施例１と同様にした。
【０１１８】
　次に、得られた非晶質の酸化物半導体薄膜を大気中、３００℃、３０分間の条件でアニ
ール処理することにより結晶化させ、これにより、上記のＳｉ基板、ＳｉＯ2膜ならびに
結晶質の酸化物半導体薄膜を、それぞれゲート電極、ゲート絶縁層およびチャネル層とし
た。
【０１１９】
　その後、前記チャネル層の表面に、直流マグネトロンスパッタ法によって、厚さ５ｎｍ
のＴｉ膜、および、厚さ１００ｎｍのＡｕ膜を順次成膜して、Ａｕ／Ｔｉ積層膜からなる
ソース電極およびドレイン電極を形成し、図１に示す構成の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ素
子）を得た。なお、ソース電極およびドレイン電極の成膜条件は、スパッタガスをＡｒの
みとし、直流電力を５０Ｗに変更したこと以外は、酸化物半導体薄膜の成膜条件と同様と
した。
【０１２０】
　さらに、ソース電極およびドレイン電極に対して、メタルマスクを用いてパターニング
を行い、チャネル長１００μｍ、チャネル幅４５０μｍのＴＦＴ素子を得た。
【０１２１】
　得られたＴＦＴ素子の動作特性を、半導体パラメータアナライザを用いて調べた結果、
ＴＦＴ素子としての動作特性が確認できた。また、このＴＦＴ素子は、ｏｎ／ｏｆｆ比が
１０８以上、電界効果移動度が２２．５ｃｍ2／Ｖｓｅｃという良好な値を示すことが確
認された。
【符号の説明】
【０１２２】
　１　ゲート電極
　２　ゲート絶縁膜
　３　チャネル層
　４　ソース電極



(18) JP 6107085 B2 2017.4.5

　５　ドレイン電極

【図１】

【図２】

【図３】
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